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海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
米
国
の
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
及
び
強
襲
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
に
対
し
て

行
っ
た
護
衛
活
動
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

5



海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
米
国
の
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
及
び
強
襲
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
に
対
し
て

行
っ
た
護
衛
活
動
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
、
ア
メ
リ
カ
の
同
時
多
発
テ
ロ
の
直
後
に
、
米
国
は
ア
フ
ガ
ン
に
対
し
て
報
復
攻
撃
し
タ
リ
バ
ン

政
権
を
転
覆
し
た
が
、
現
在
も
戦
闘
行
為
を
継
続
し
て
い
る
。
同
年
九
月
二
十
一
日
、
米
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
は
、
戦
闘

作
戦
行
動
で
ペ
ル
シ
ャ
湾
等
に
展
開
す
る
た
め
に
横
須
賀
基
地
を
出
港
し
た
。
ま
た
、
米
強
襲
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
も
佐

世
保
基
地
か
ら
出
港
し
た
。
そ
の
際
に
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
が
随
伴
し
、
護
衛
活
動
に
あ
た
っ
た
こ
と
が
集
団
自
衛
権
に
あ

た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
。
当
時
の
中
谷
防
衛
庁
長
官
は
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
の
行
動
が
警
戒
監
視
で

あ
る
と
述
べ
、
山
崎
自
民
党
幹
事
長
は
、
米
空
母
の
護
衛
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
発
言
を
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
横
須
賀
基
地
に
停
泊
中
の
米
空
母
周
辺
の
海
上
自
衛
隊
艦
艇
に
よ
る
警
備
活
動
、
佐
世
保
基
地
湾
内
で
の
米
揚
陸

艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
の
米
警
備
艇
に
乗
艦
し
て
の
海
上
自
衛
隊
員
の
警
戒
任
務
、
テ
ロ
特
別
措
置
法
成
立
前
の
イ
ン
ド
洋
へ
の

護
衛
艦
派
遣
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
の
際
、
政
府
の
見
解
を
求
め
た
い
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

米
国
の
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
、
強
襲
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
の
護
衛
に
つ
い
て

一



�

米
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
、
米
強
襲
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
に
随
伴
し
た
艦
艇
名
及
び
そ
の
任
務
は
何
か
。

�

海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
は
、
米
空
母
、
米
強
襲
揚
陸
艦
に
ど
の
海
域
ま
で
随
伴
し
た
の
か
、
公
海
上
に
も
お
よ
ん
だ
の

か
。

�

海
上
自
衛
隊
の
行
動
は
、
政
府
が
説
明
す
る
よ
う
な
、
海
上
自
衛
隊
の
通
常
の
「
警
戒
監
視
の
一
環
」
な
ど
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
米
空
母
、
米
強
襲
揚
陸
艦
に
随
伴
し
、
「
警
戒
監
視
」
に
あ
た
る
こ
と
は
、
米
艦
艇
の

警
備
、
護
衛
活
動
で
は
な
い
の
か
。

�

政
府
は
、
そ
の
法
的
根
拠
を
防
衛
庁
設
置
法
第
五
条
第
十
八
号
「
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う

こ
と
。
」
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
が
、
防
衛
庁
の
権
限
を
規
定
し
た
同
条
を
根
拠
と
し
う
る
法
的
理
由
を
説
明
さ
れ
た

い
。

二

米
海
軍
佐
世
保
基
地
所
属
の
米
警
備
艇
に
海
上
自
衛
隊
員
を
乗
艦
さ
せ
、
米
兵
と
と
も
に
停
泊
中
の
米
国
の
強
襲
揚
陸
艦

「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
周
辺
の
警
戒
任
務
に
就
か
せ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

�

二
〇
〇
一
年
九
月
下
旬
、
海
上
自
衛
隊
は
、
米
海
軍
佐
世
保
基
地
の
米
警
備
艇
に
海
上
自
衛
隊
員
を
乗
艦
さ
せ
、
米
兵

と
と
も
に
停
泊
中
の
米
揚
陸
艦
「
エ
セ
ッ
ク
ス
」
周
辺
の
警
戒
任
務
に
就
か
せ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
が
、
詳
細

二



な
事
実
関
係
及
び
何
故
米
警
備
艇
に
乗
艦
さ
せ
警
戒
任
務
に
あ
た
ら
せ
た
の
か
。
こ
れ
が
、
米
側
の
要
請
に
よ
る
も
の
と

す
れ
ば
ど
の
レ
ベ
ル
か
ら
の
要
請
か
。

�

海
上
幕
僚
監
部
は
「
自
主
的
に
乗
艦
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
海
上
自
衛
隊
員
の
ど
の
レ
ベ
ル
の
判
断
に
よ

る
も
の
か
、
ま
た
、
米
海
軍
の
ど
の
レ
ベ
ル
に
申
し
入
れ
た
の
か
。

�

九
月
二
十
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
、
延
べ
二
十
八
人
の
海
上
自
衛
隊
員
を
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
組
ん
で
、
米
警
備
艇

に
乗
艦
さ
せ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
三
日
間
、
海
上
自
衛
隊
員
何
名
が
何
の
目
的
で
何
を
し
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

�

海
上
自
衛
隊
員
の
活
動
に
つ
い
て
、
海
上
幕
僚
監
部
は
「
ト
ラ
ブ
ル
防
止
で
警
戒
任
務
で
は
な
い
」
と
説
明
し
て
い
る

が
、
テ
ロ
直
後
、
在
日
米
軍
は
厳
戒
態
勢
に
入
っ
て
お
り
、
佐
世
保
基
地
の
米
海
軍
と
海
上
自
衛
隊
が
共
同
で
警
戒
任
務

に
就
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。

�

海
上
自
衛
隊
員
が
米
軍
警
備
艇
に
乗
艦
し
て
行
動
を
共
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
米
軍
の
指
揮
下
、
管
理
下
で
の
任
務

遂
行
で
は
な
い
の
か
。

�

今
回
、
佐
世
保
基
地
で
海
上
自
衛
隊
員
が
任
務
を
遂
行
し
た
同
時
期
の
九
月
二
十
一
日
、
横
須
賀
基
地
で
は
、
海
上
自

三



衛
隊
の
艦
艇
が
出
港
中
の
米
空
母
「
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
」
周
辺
の
警
備
活
動
を
行
っ
た
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
の
実

態
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

佐
世
保
基
地
で
の
海
上
自
衛
隊
員
の
活
動
と
横
須
賀
基
地
で
の
海
上
自
衛
隊
の
艦
艇
に
よ
る
警
備
活
動
は
、
い
ず
れ
も

海
上
自
衛
隊
が
組
織
的
に
実
施
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。

�

海
上
幕
僚
監
部
は
、
「
佐
世
保
湾
内
で
の
海
上
自
衛
隊
の
艦
艇
の
安
全
航
行
を
確
保
す
る
た
め
の
連
絡
が
目
的
」
だ
と

し
て
、
「
防
衛
庁
設
置
法
第
五
条
第
十
八
号
に
基
づ
く
」
と
説
明
し
て
い
る
。

米
揚
陸
艦
の
警
戒
任
務
に
就
い
て
い
る
米
警
備
艇
に
、
海
上
自
衛
隊
員
が
乗
艦
し
米
兵
と
と
も
に
活
動
す
る
こ
と
が
、

ど
う
し
て
、
「
自
衛
艦
の
安
全
航
行
の
確
保
」
に
な
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
活
動
が
防
衛
庁
設
置
法
第
五
条
第
十
八
号
を

根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

三

海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
の
イ
ン
ド
洋
等
派
遣
に
つ
い
て

�

政
府
は
、
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
の
成
立
前
の
二
〇
〇
一
年
十
一
月
九
日
、
海
上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
三
隻
を
佐
世
保
基

地
か
ら
イ
ン
ド
洋
に
向
け
出
航
さ
せ
た
。
艦
艇
名
、
目
的
・
任
務
、
海
域
、
寄
港
地
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

海
外
派
遣
の
法
的
根
拠
は
何
か
。
も
し
海
外
へ
の
派
遣
に
つ
い
て
も
防
衛
庁
設
置
法
第
五
条
第
十
八
号
を
根
拠
と
す
る

四



こ
と
が
で
き
る
と
い
う
な
ら
、
そ
の
法
的
理
由
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

�

防
衛
庁
設
置
法
第
五
条
第
十
八
号
の
「
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。
」
と
い
う
規
定
は

包
括
的
で
極
め
て
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
必
要
な
調
査
」
「
研
究
」
と
は
何
か
。

こ
れ
ま
で
政
府
は
、
同
条
第
十
八
号
に
つ
い
て
、
自
衛
隊
の
日
本
の
領
土
、
領
海
、
領
空
で
の
「
情
報
」
「
警
戒
監

視
」
活
動
な
ど
の
根
拠
と
し
て
説
明
し
て
き
た
と
思
う
が
、
同
条
項
の
有
権
的
解
釈
を
具
体
的
な
活
動
を
列
挙
し
つ
つ
示

さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


